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1. 特定基地局の整備計画について 

1.1 サービス開始予定時期について 

 

サービス開始については、開設計画のとおり、２００９年４月にサービス開始を予定

しております。２００９年４月に開始するサービスエリアについてはおよそ東京山手線

の内側をエリアとする予定です。４月からのサービスはエリア限定サービスとして開始

し、２００９年１０月までに東名阪まで拡大し、商用としての本格サービスを開始する計

画です。 

 

1.2 特定基地局数及び人口カバー率の展開について 

 

次世代ＰＨＳの特定基地局数及び人口カバー率の展開については、申請した開設 

計画のとおりを予定しております。 

 

2009 年度末 1,498 局 3％（14％） 

2010 年度末 5,361 局 33％（41％） 

2011 年度末 11,359 局 57％（70％） 

2012 年度末 19,972 局 91％（92％） 

（ ）内は他３社と同じ算出方法によるカバー率の数値 

 

エリア展開の考え方については、トラヒックの極めて高い東名阪の中心部からスタ

ートし、その後順次周辺部に拡大していき、２０１２年度までには日本全国の都市の

すべてをエリア化する予定です。各年度末時点の具体的なエリア拡大イメージは次

のとおりです。 

 

2009年度末 東京２３区及び主要沿線都市、横浜市中心部、川崎市中心部、 

大阪市中心部、名古屋市中心部、その他 

2010年度末 東京１６号線内側、大阪周辺都市部、名古屋周辺都市部 

2011年度末 全国の政令指定都市、県庁所在地 

2012年度末 全国の地方都市 

 

なお、特定基地局数及びエリア展開計画について、現在、前倒しで拡大することに

ついて検討中です。 
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1.3 特定基地局の屋内展開について 

 

屋内対策については、小型基地局を開発して、屋内に設置していきます。現時点

では２０１２年まで約７,０００局を想定しておりますが、需要動向を見ながら対策してい

きます。 

先日、インターネット回線を利用したフェムトセルの導入の方向性が示されたので、

次世代ＰＨＳにおいてもフェムトセルタイプの基地局を利用した屋内対策について検

討することとしました。 
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2. 特定基地局の設置の状況等について 

2.1 基地局の配置と設置場所の確保について 

 

2.1.1 基地局の設置場所の選定について 
 

次世代ＰＨＳ基地局については基本的に現在のＰＨＳの基地局の場所を利用しま

す。次世代ＰＨＳは現行ＰＨＳと同様自律分散方式となっていますので、基地局の設

置場所については自由度が高く、現行ＰＨＳの設置場所の中から適した箇所を選ん

で設置することができます。次世代ＰＨＳ基地局の設置場所の候補地に適した箇所

を次の基準により選定しています。 

 

・ 現行システムにおいてトラヒックの高い場所 

・ 設置高が高く周りが十分見渡せる場所 

・ 次世代ＰＨＳ基地局を設置するスペースが確保できる場所 

・ 光回線が屋上まで容易に敷設できる場所 

・ その他候補地としてふさわしい場所 

 

２００８年１２月末時点で、既に候補地として約１０，６５０箇所の設置場所を選定済

みです。なお、２００８年度中には東名阪の主要都市及び県庁所在地においておお

むね基地局オーナーの内諾及びそれ以上の進捗となるよう交渉を進めています。 

 

2.1.2 光回線工事の先行について 
 

次世代ＰＨＳ基地局は光回線をバックボーンにしておりますので、候補地の基地局

のメタル回線を光回線に切り替える工事を先行させます。これにより、後で次世代Ｐ

ＨＳの無線装置を追加設置するだけの簡単な工事で次世代ＰＨＳ基地局の展開が

できます。 
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2.2 基地局設備の調達について 

 

基地局については次世代ＰＨＳ機能のみのシングル基地局の開発から着手します。

２００７年１２月より基地局ベンダとともに無線インタフェース、無線アルゴリズム、無線

性能、保守監視機能などについて詳細検討を実施し、２００８年３月末に基地局の詳

細仕様についてまとめました。 

現在、開発ベンダとして京セラ株式会社で基地局の開発設計を完了し、２００８年１

２月に基地局に関して初となる免許を関東総合通信局より受領いたしました。２００９

年４月のエリア限定サービス開始に向けて基地局が設置できるよう準備を進めており

ます。 

 

また、アンテナについては、１．９ＧＨｚ帯と２．５ＧＨｚ帯の共用アンテナの開発を行

っています。 

 

端末の開発ベンダとして、ネットインデックス株式会社、NEC インフロンティア株式

会社の２社を採用しました。２００８年１２月に端末の包括免許の交付を関東総合通

信局より受領し、エリア限定サービス開始に向けて準備を進めています。 

 

NTT交換局

ＮＴＴ網

ウィルコムＩＰ網

ＩＴＸ 交換機

光回線化

光回線化

メタル回線

次世代ＰＨＳ基地局
を後で設置する

回線の光化を先行して
工事する

NTT交換局

ＮＴＴ網

ウィルコムＩＰ網

ＩＴＸ 交換機

光回線化

光回線化

メタル回線

次世代ＰＨＳ基地局
を後で設置する

回線の光化を先行して
工事する
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2.3 基地局設置の稼動の確保について 

 

2.3.1 工事体制の強化について 
 

次世代ＰＨＳの工事については現在の工事体制で実施する予定ですが、さらに工

事力を強化するため、２００８年１２月末までに合計７社の工事会社を元請として追加

採用しました。また、各工事会社に対して円滑に工事が進捗できる体制を整えており

ます。 

 

2.3.2 基地局の施工方法について 
 

今後の基地局設置において各工事会社の施工品質が一定の基準以上となるよう、

次世代ＰＨＳ基地局を設置するための標準施工マニュアルを作成しました。当面の

間設置する次世代ＰＨＳの機能のみを有するシングル基地局の無線装置について

は、現行基地局の無線装置に併設することになりますが、この場合の強度計算につ

いては確認済です。 

 

  
 

現行基地局と次世代ＰＨＳ基地局を併設したイメージ 
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3. ネットワークの構築、運用体制について 

3.1 中継網の確保について 

 

次世代ＰＨＳのネットワークの中継網は、現行ＰＨＳで構築しているＩＰネットワークを

利用します。当社のＩＰネットワークは基地局からのアクセス回線を収容するＩＴＸとＩＰ

スイッチから構成されます。ＩＴＸについては、２００８年１２月末現在で全国１，４２０箇

所以上のＮＴＴ交換局ビルに設置されていますが、２００９年３月末までにさらに追加

して全国の次世代ＰＨＳ基地局がＩＰネットワークに収容できる中継網を構築する計

画を検討しています。 

また、ＩＰネットワークがブロードバンドシステムに対応するようＩＴＸ、ＩＰスイッチ及び

ゲートウェイ間の伝送容量の増強については現在検討中です。 

 

3.2 ネットワーク構築・運用について 

 

当社は、現行ＰＨＳのネットワークシステムを自ら構築・運用してきた実績があり、パ

ケット通信、スマートアンテナ、適応変調技術などの技術を開発し、また、ＩＰネットワ

ークについてもすでに運用しております。次世代ＰＨＳのネットワークの構築について

は、これら経験を有する人材を活用して実施しており、現在計画どおり進行しており

ます。 

なお、２００８年５月、次世代ＰＨＳのバックボーンの主要開発ベンダとして、スタレン

トネットワークス社を採択しました。 

また、２００８年６月、認定された周波数を用いた実証実験や２０ＭＨｚシステムの特

性調査等を目的として、実験試験局の申請を行い、２００８年９月に実験局免許を取

得しました。これにより、将来の拡張システムである２０ＭＨｚシステムも視野に入れた

電波伝搬の調査（屋外、屋内）、移動通信としての動作試験を行っています。 

 

3.3 人員、運用体制について 

 

次世代ＰＨＳシステムのネットワークの運用体制についても、現行設備の体制をそ

のまま活用する予定です。今後は、次世代ＰＨＳシステムに関する運用マニュアルを

整備していく予定です。また、今後、２００９年４月のエリア限定サービス開始に合わ

せて人員を増強することを計画しております。 
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4. 財務状況について 

4.1 設備投資について 

 

4.1.1 次世代ＰＨＳ事業の設備投資額 
 

次世代ＰＨＳ事業の設備投資額は、２０１２年までの累計で１，１１３億円を予定して

います。第二章「特定基地局の設置の状況等について」でご説明したとおり、基地局

設置場所の選定や開発は順調に進んでおり、開設計画のとおり進捗しております。

端末・基地局については既に発注を開始しており、順調に進展しています。 

 

4.1.2 設備投資の効率化 
 

現行サービスの設備（設置場所を含む）を活用する等により設備投資の効率化を

図る方針に変更はありません。 

 

 

4.2 資金調達について 

 

２００８年度第３四半期においても昨年度末の累計加入者数水準を維持しており、

開設計画通り、現行サービスからの資金により、次世代サービスを展開していく計画

です。 
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5. ネットワークの管理体制について 

5.1 人員の確保（有資格者） 

 

当社では、現行ＰＨＳの運用保守については１０年以上、ＩＰネットワークの運用保

守については５年以上の運用実績があり、これまでの運用保守に携わってきた要員

には豊富なノウハウがあります。当面は、これらの人材を活用することにより、有資格

者の確保を含めて、次世代ＰＨＳの運用体制を構築する予定です。電気通信主任技

術者及び無線従事者は法令上も必要な要員は確保されていますが、今後とも当社

より社員に対し資格取得の支援を行い必要な資格者の確保、充実を図ります。 

 

5.2 ネットワークの管理体制 

 

次世代ＰＨＳの管理体制としては、現行ＰＨＳサービスの保守管理及び障害対応体

制を活用する計画、業務委託を通じた管理体制の構築を計画しています。 
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6. 法令遵守の対応状況について 

6.1 コンプライアンス 

 

当社では、企業の社会的責任の遂行等のため、当社の企業理念と行動指針を定

めたウィルコムガイドライン（行動指針）を制定し、また、社内にコンプライアンス委員

会や内部通報制度を設置するなど、コンプライアンスの推進を重要な課題に据え、

全社を挙げて取組んでおります。委員会は定例開催とし、必要により臨時開催も可

能としております。社員への教育、啓発活動についても継続して取組んでいます。社

内の各部署では部署の責任者がコンプライアンスリーダーに任命され、各部署のコ

ンプライアンス意識の浸透、コンプライアンス・リスクの洗い出しと予防対策を実施し

ております。 

 

6.2 個人情報保護対策 

 

当社は、電気通信事業者として個人情報保護の重要性を認識し、遵守すべき通信

の秘密に関する事項及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライ

ン並びにその他の関連法令に基づき、個人情報を適正に取扱うため、プライバシー

ポリシーを公表し、これを遵守しております。また関連規程の整備も行っています。 

現行の個人情報保護に関する体制を引き続き維持するとともに、社員への教育、

啓発活動についても継続して取組んでいます。一層の個人情報保護意識の向上を

目指し、個人情報保護に関する外部認証の取得についても検討していきます。 

 

6.3 苦情処理等の体制 

 

当社では、お客様との適切な関係を維持するため、お客様の当社サービス等に関

する情報を提供するとともに、お客様の基本的な権利を尊重し、お客様からの問合

せ、相談、苦情等については、適切かつ迅速に対応することを基本とし、全国の主

要箇所にカスタマーサービスの拠点を設置し、電話などにより問合せや苦情などに

対応する体制を整備するとともに、日々、オペレータ教育のさらなる充実、推進を心

がけています。 
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7. 電波の干渉調整について 

7.1 隣接システムとの混信を防止するための技術の導入 

 

隣接するＮ－ＳＴＡＲ、衛星モバイル放送、固定系地域バンド、他の全国系ＢＷＡ

事者との混信回避については、フィルタの設置や基地局間のサイトエンジニアリング

の実施により対応する計画です。 

 

7.2 隣接システムとの混信を防止するための対応 

 

上記の技術的な対応以外に、事前協議による干渉調整ルールの締結や個別の

混信防止協議による対応を計画しています。 

 

7.2.1 固定系地域バンド事業者との干渉調整協議 
 

２．５ＧＨｚ帯を使用する固定系地域バンドの無線局開設の申請期間が、２００８年３

月３日～４月７日とされたことから、その時期に合わせて、干渉調整及び合意の作業

を実施しました。 

 

具体的には、 

・２００７年１２月２１日 

ＵＱコミュニケーションズ株式会社（認定時の名称：ワイヤレスブロードバンド企画株

式会社）との共通の干渉調整マニュアルを策定しました。 

 

・２００８年１月２９日 

当社の調整窓口及び調整手続きに関する説明会開催（ＵＱコミュニケーションズ株

式会社と共同開催）について報道発表及び当社ホームページに掲載しました。 

 

・２００８年２月４日 

東京（ウィルコム本社内）にて説明会を開催しました。（出席者７８社、８１名） 

 

・２００８年２月７日 

大阪（ウィルコム関西支社内）にて説明会を開催しました。 

（午前：出席者１６社、２１名、午後：２３社、２６名） 
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２００８年１２月末までに検討依頼を頂いた事業者数は７１社（そのうち実験試験局

に係わる依頼は９社）です。２００８年９月末現在で、全ての事業者と干渉調整を完了

し合意済み（合意書の押印手続き中を含む）となっています。 

 

7.2.2 その他の干渉調整 
 

全国バンドのＢＷＡ事業者であるＵＱコミュニケーションズ株式会社とは、２００８年３

月１９日に干渉調整協議を実施しており、基本的事項について合意いたしました。 

また、Ｎ－ＳＴＡＲ事業者である株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモとは、２００８年６月６

日、干渉調整の協議を開始しました。当社に割当てられた周波数帯（２５４５ＭＨｚ～

２５７５ＭＨｚ）のうち、下部帯域（２５４５ＭＨｚ～２５５５ＭＨｚ）は、２０１４年まで運用が

制限されている帯域です。このため、当分の間、システム容量が減少することになり

ますので、少しでも運用制限バンドが有効利用できるよう、運用制限バンドの利用に

関して協議を実施し、基本的事項について合意いたしました。 

衛星モバイル放送等の隣接、近傍の周波数帯を利用する事業者とは、干渉調整

協議を終了いたしました。 
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8. 電波の周波数有効利用について 

8.1 周波数配置 

 

次世代ＰＨＳのキャリアは１０ＭＨｚ幅の利用を基本とします。１キャリアは９００ｋＨｚ

のサブチャネルで構成されます。自律分散方式を採用しますので、セル設計は不要

のシステムになっております。同一周波数でセルが隣接又はオーバラップしていても

サブチャネルごとの分割利用又はアダプティブアレイ処理による同一周波数の再利

用によりチャネルを割当てます。 

また、制御ＣＨについては１サブチャネルを利用して時分割送信することにより各基

地局が識別できるようにしています。 

 

8.2 技術開発 

 

２００９年４月サービス開始に向けて、「２．２基地局設備の調達について」で記載し

たとおり、順調に開発を進めています。電波の能率的な利用を確保するため、次世

代ＰＨＳは次の機能を有しています。 

 

（１） 限られた帯域の中で多くの情報を伝送できる高能率変調方式を用いる 

 

次世代ＰＨＳではＯＦＤＭにより効率的な伝送を行うほか、主に屋内環境では２５６

ＱＡＭ変調により高速伝送を実現します。このため、次世代ＰＨＳの周波数利用効率

は下りで最大１．３６ｂｐｓ／Ｈｚとなっており、第３世代携帯電話または第３．５世代携

帯電話よりも高い利用効率になっています。 

 

（２） 小さな基地局を多く設置し同一周波数の繰り返し利用数を増やす（ﾏｲｸﾛｾﾙ） 

 

マイクロセル方式は基地局が多いため、同じ周波数を何回も繰り返し利用でき、周

波数帯域当たりの利用可能な無線チャネル数を増やすことにより、周波数利用効率

が極めて高い方式です。次世代ＰＨＳでは、現行ＰＨＳと同様、自律分散制御により

それぞれの基地局が独立に端末との間で最適な通信チャネルを選択します。このた

め、基地局の配置について自由度が高く、トラヒック量の大きい地域には重複して多

数の基地局を設置することができます。 
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（３） スマートアンテナにより余分な電波を発射しない 

 

スマートアンテナは、通信を行う方向に送信ビームを形成することにより不必要な方

向への電波の発射を抑制したり、干渉波に対しヌル点形成を行うことにより被干渉量

を抑圧する技術です。これにより、近傍の基地局でも同一周波数の繰り返し利用が

可能となります。このため、面積当たりのチャネル数を大幅に増やすことが可能となり

ます。 

 

情報C

同じ周波数は距離をおいて再利用 同じ周波数が隣の基地局でも使用
可能となり周波数利用効率が高い

ヌル点

f1

f1
f1

f1

情報A

情報B
情報D

ｱﾀﾞﾌﾟﾃｨﾌﾞｱﾚｲ基地局

ｆ１

ｆ１

通常の基地局

空間多重技術

更に改良し同一セル
内で同じ周波数を再
利用

ｆ１

ｆ１

情報C

同じ周波数は距離をおいて再利用 同じ周波数が隣の基地局でも使用
可能となり周波数利用効率が高い

ヌル点

f1

f1
f1

f1

情報A

情報B
情報D

ｱﾀﾞﾌﾟﾃｨﾌﾞｱﾚｲ基地局

ｆ１

ｆ１

ｆ１

ｆ１

通常の基地局

空間多重技術

更に改良し同一セル
内で同じ周波数を再
利用

ｆ１

ｆ１

 

 

（４） 空間多重技術を利用したＭＩＭＯで異なる情報を伝送する 

 

２００７年に実施した次世代ＰＨＳの実験では、空間多重技術を利用したＭＩＭＯで

検証しました。空間多重技術は、アダプティブアレイ技術を用いて、同一セル内で異

なる端末に対して同じ周波数を空間的に分離して通信するものです。これを同一端

末に２つの受信系を搭載して、空間多重された信号を同一端末で受信することでＭＩ

ＭＯを実現します。なお、実際の商用サービスでどのＭＩＭＯの方式にするかどうか

は現在検討中です。 
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空間多重 

ＭＩＭＯ 

ｆ１ 

ｆ１ 

ｆ１ 

 

 

 

（５） 干渉対策用フィルタを活用し隣接システムとの干渉回避を行う 

 

隣接するシステム（固定系地域バンド無線局、Ｎ－ＳＴＡＲ等）の干渉を回避し、高

密度な電波利用を可能とするため、必要に応じて干渉対策フィルタを利用します。 

 

 

8.3 将来の拡張に関する計画 

 

次世代ＰＨＳの国際標準化は、PHS MoU Group で実施しています。２０ＭＨｚシス

テムについてもＭＡＣ層を含めた詳細仕様（第２２回総会）が承認されています。今

後は、２０ＭＨｚシステムの設計、開発等の導入に向けた取組みを進めます。 

 

8.4 運用制限への対応 

 

自律分散型でセル設計が不要であり、また、マイクロセルの構築により基地局の数

を確保できるため運用制限に対する特段の対応は不要です。最大２０Ｍｂｐｓを実現

するためには１０ＭＨｚキャリアが必要となりますが、次世代ＰＨＳの場合、基地局が

すべてのキャリアを利用できるダイナミックチャネル割当を行いますので、この場合２

キャリアでも面的カバーを実現することは可能です。このため、今回認定を受けた周

波数帯の下部帯域が、Ｎ－ＳＴＡＲシステムとの干渉の関係より制限帯域となってい

ますが、認定開設計画を変更する必要はありません。ただし、競争上の観点から、デ

ータ通信速度の高速化、トラヒックの大容量化が急がれることから、５ＭＨｚや２．５Ｍ

Ｈｚのキャリアの利用等を含めて、出来るだけ広い帯域の利用が可能となる方策を検

討しています。 
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9. ＭＶＮＯの計画について 

9.1 利用のオープン性、公平性 

 

9.1.1  基本的考え方 
 

当社は、現行ＰＨＳで既に様々な形態でＭＶＮＯへのネットワーク提供を行っており、

次世代ＰＨＳネットワークの提供にあっても、さらにオープンな展開を行い、市場の活

性化を図ります。 

 

認証、課金等いろいろな段階においてＭＶＮＯが柔軟に機能を利用できるようなサ

ービスの提供を予定します。 

 

ＭＶＮＯへのサービス提供方法・接続インタフェースについては、ＭＶＮＯの意見を

広く伺い、検討・決定します。 

 

次世代ＰＨＳにおけるＭＶＮＯへの開放により、国民の共有財産である電波をでき

る限り多くの企業で共有し、それぞれの事業者間における自由競争を促すことで新

たな市場の創造やサービス性の向上を促進し、最終的には国民に還元されるべく利

益の最大化につながるものと考えています。 

 

9.1.2  次世代ＰＨＳに関するＭＶＮＯについての窓口設置 
 

次世代ＰＨＳに関するＭＶＮＯについての窓口については「サービス開発本部次世

代事業推進室」で対応することとし、２００８年４月９日、ホームページで周知しました。

また、当該窓口において、現行ＰＨＳに関するＭＶＮＯについての一次窓口も実施

することし、総務省殿ホームページ(http://eidsystem.go.jp/mvno/contact_point)に

おいても公開されております。 

 

 

 

 

 

 

 

http://eidsystem.go.jp/mvno/contact_point
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9.1.3  ＭＶＮＯの希望者への説明会の実施 
 

（１）  第１回説明会の実施 

 

ＭＶＮＯへの具体的な提供条件、接続インタフェースなどについて、希望する事業

者の意見を反映したものとなるようＭＶＮＯとの協議を開始するため、第１回ＭＶＮＯ

向けの説明会を次のとおり実施しました。 

 

１ 実施日 ３月２７日午前１０時～１１時３０分 

２ 場所 東京都港区虎ノ門 ウィルコム本社会議室 

３ 参加者 ８４社８８名 

４ 説明内容 

（１） 次世代ＰＨＳの概要について 

（２） オープンプラットフォームの取組み（現行ＰＨＳ） 

（３） 次世代ＰＨＳネットワークの提供にあたって 

 

 

説明会の中でＭＶＮＯに対する次世代ＰＨＳネットワークの提供の基本的考え方に

ついては次のとおりであることを表明しました。 

 

◆現行ＰＨＳで既に様々な形態でＭＶＮＯへネットワークを提供しているオープンな

考え方を踏襲し、次世代ＰＨＳネットワーク提供にあたっても、さらにオープンな展開

を行い、市場の活性化を図ってまいります。 

 

◆認証、課金等いろいろな段階においてＭＶＮＯ様が柔軟に機能をご利用いた 

だけるサービス提供を予定しております。 

 

◆ＭＶＮＯへのサービス提供方法・接続インタフェースについては、ＭＶＮＯ様のご

意見を広くお伺いし、検討・決定してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

（２）  第２回説明会の実施 

 

個別協議におけるＭＶＮＯの要望も踏まえ、ＭＶＮＯへの標準的提供パターン、技

術条件を策定し、第２回ＭＶＮＯ向けの説明会を次のとおり実施しました。 

 

１ 実施日  ８月２９日午前１０時～１２時、午後２時～４時 

２ 場所    東京都港区虎ノ門 ウィルコム本社会議室 

３ 参加者   ７７社１２５名 

４ 説明内容 

（１）サービス展開スケジュール 

（２）ネットワークの提供パターン 

（３）ネットワークの接続条件 

 

説明会の中で次のとおりであることを表明しました。 

 

◆ネットワーク提供のパターンとして、再販型モデル（回線単位貸出し）とネットワー

ク管理型モデル（帯域貸出し）を予定しております。 

 

◆認証・ＩＰアドレス割当・課金をＭＶＮＯ事業者が実施可能となるプロトコル・シー

ケンスを採用してまいります。 

 

◆今後も、個別協議の中でＭＶＮＯ事業者の要望を取り入れてまいります。 
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今後のＭＶＮＯとの協議のスケジュールについては、下記の表を予定しておりま

す。 

 

第１回説明会

▲３月２７日

インターフェース
概要の提示

▲ ▲

第２回説明会 第３回説明会

提供条件
の提示

夏ごろ

ＭＶＮＯ様
の試験運用

△４月

試行サービス

ＭＶＮＯ様と
の協議

本格サービス

△１０月次世代ＰＨＳ
サービス

ＭＶＮＯ様
との協議
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

２００８ ２００９２００７年度

第１回説明会

▲３月２７日

インターフェース
概要の提示

▲ ▲

第２回説明会 第３回説明会

提供条件
の提示

夏ごろ

ＭＶＮＯ様
の試験運用

△４月

試行サービス

ＭＶＮＯ様と
の協議

本格サービス

△１０月次世代ＰＨＳ
サービス

ＭＶＮＯ様
との協議
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

２００８ ２００９２００７年度

 

 

なお、第３回ＭＶＮＯ向け説明会については、２００９年２月に開催を予定しておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア限定サービス 

８月２９日 
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9.2 ＭＶＮＯの実績 

 

当社では、１９９９年から、現行ＰＨＳサービスにおいてＭＶＮＯ向けに「無線ＩＰ接続

サービス」 としてデータ通信サービスを提供しています。サービスの提供条件につ

いては、卸電気通信役務にかかる契約約款を制定し公開しております。現行ＰＨＳサ

ービスでも既にＭＶＮＯ事業者へサービスを提供しており、ＭＶＮＯへの提供に関し

十分な実績を有しています。また、一般に携帯電話業界では、端末からコンテンツサ

ービスまでを携帯電話事業者が一貫して提供する垂直統合型のビジネスを展開して

きましたが、当社では、様々な特徴を持つ企業が、当社のネットワークを利用して多

種多様なサービスを生み出す水平統合型の事業を開拓してきました。これらの実績

を活かし、次世代ＰＨＳにおけるＭＶＮＯへの開放を積極的に行います。 
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10. サービス概要及び国内ＰＲ活動 

10.1 サービスの概要 
 

定額制で月額３，０００～４，０００円程度のサービス提供を予定し、２０１２年度末で

約２４０万加入、営業収益１，４８８億円を見込んでいます。現行サービスと同様、スマ

ートフォンやＰＤＡ端末、小型通信モジュール（Ｗ－ＳＩＭ）を提供し、ＢＷＡシステム

によるモバイルブロードバンドサービスを提供していく計画です。 

 

10.2 国内ＰＲ活動 
 

10.2.1 ＢＷＡユビキタスネットワーク研究会の取り組み～検討課題の進捗状

況について 
 

２００８年１０月１０日に行われたＢＷＡユビキタスネットワーク研究会開催のセミナー

において「BWA技術と XGPについて」の表題で、WILLCOM COREの技術的な特

長について講演いたしました。 

 

当社講演者 サービス開発本部 次世代事業推進室長   上村 治 

場所  株式会社三菱総合研究所 

 

10.2.2 ITpro EXPO 2008 Autumn ① 

 

２００８年１０月１６日に開催された ITpro EXPO 2008 Autumnにおいて、

「WILLCOM COREが実現するブロードバンドワイヤレスの世界」の表題で、

WILLCOM COREの技術的な優位性や標準化の動向などについて講演を行いまし

た。 

 

当社講演者 サービス開発本部 次世代事業推進室長   上村 治 

場所  東京ビッグサイト 
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10.2.3 ITpro EXPO 2008 Autumn ② 

 

２００８年１０月１６日に開催されたITpro EXPO 2008 Autumnにおいて、「エンタープ

ライズ・モバイル 次の一手」の表題で行われたICT討論会に参加しました。 

 

当社登壇者 ソリューション営業本部 本部長 鈴木 龍雄 

場所  東京ビッグサイト 

日時  １０月１６日 １６：００～１７：００ 

 

10.2.4 ITpro EXPO 2008 Autumn ③ 

 

２００８年１０月１６日に開催された ITpro EXPO 2008 Autumnで、「WILLCOM 

COREを支える最新技術」の表題で、WILLCOM COREに関するプレゼンテーション

を行いました。 

 

当社講演者 開発本部 船吉 秀人 

会場  東京ビッグサイト 

日時  １０月１７日 １４：００～１４：４０ 

 

10.2.5 mobidec2008 

 

２００８年１１月２８日に開催されたmobidec2008において、「WILLCOM COREの優

位性とサービス展開」の表題で、日本で開始される BWAサービスについて、求めら

れる特徴と、日本発の技術である XGPを採用した WILLCOM COREの優位性、及

びそのサービス展開の可能性などについて講演を行いました。 

 

当社講演者 次世代事業推進室長 上村 治 

場所  目黒雅叙園 
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11. 事業体の形態及び標準化活動 

11.1 事業体の形態 
 

開設指針に掲げられている申請条件に係る事項に変更はありません。 

 

11.2 標準化活動への参画 
 

当社はＢＷＡシステムの標準化（ＩＴＵ勧告）への取組みの実績を有しています。ま

た、２００７年１２月１２日には、社団法人電波産業会の規格会議にて、次世代ＰＨＳの

国内規格（ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ９５）が承認されました。これは、２００７年９月のＰＨＳ Ｍ

ｏＵ 総会で承認された次世代ＰＨＳ規格レビジョン版をもとにＡＲＩＢ標準規格の作成

の作業が進められたもので、本次世代ＰＨＳ－ＷＧの主査は当社が担当しました。そ

の後、２００８年６月６日の規格会議にて、Ｖｅｒ１．１への改定が承認され、２００８年１０

月のＰＨＳ ＭｏＵ総会にて、次世代ＰＨＳの拡張に向けた議論が開始されました。 

 

２００８年２月に開催されたＩＴＵ－Ｒ ＷＰ５Ａ会合にて、日本において次世代ＰＨＳ

の国内規格が策定されたこと、２００９年には次世代ＰＨＳのサービスが開始される予

定であることを説明しました。２００８年１０月に開催されたＩＴＵ－Ｒ ＷＰ５Ａ会合では、

各システムの情報更新を反映して ITU 勧告（Ｍ．１８０１）のリバイズを行い、当社も

積極的に貢献することとしています。 
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11.3 次世代ＰＨＳの海外展開活動 
 

グローバル化の中で、次世代ＰＨＳの国際的な普及は必要不可欠であり、現行ＰＨ

Ｓが普及しているアジア地域を中心に海外展開活動を行っています。 

 

11.3.1 ＰＨＳ Ｍｏｕグループにおける活動 
 

２００８年１０月２４日に、中国へのＰＨＳおよびＸＧＰ(次世代ＰＨＳ)に関する情報提

供を目的とした討論会を開催しました。当社はその中で、日本におけるＰＨＳの進化

として次世代ＰＨＳ技術と事業のメリットを解説し、興味を引くとともに、多くの現地メデ

ィアにより内容が報道されました。討論会には、日本側中国側双方より合計約４０名

の参加がありました。 

２００８年１０月２９日にはグループ総会が開催され、次世代ＰＨＳ国際標準仕様の

拡充、プロモーションなどに関する討議が行われました。 

 

 

11.3.2 社団法人電波産業会における活動 
 

２００８年１０月２３日、２４日にフィリピンにおいて開催された Seminar on Wireless 

Broadband Applications and Developmentにおいて、ワイヤレス国際普及部会ワイヤ

レス普及活動作業班に設置されている次世代ＰＨＳタスクフォースの代表として、当

社よりＸＧＰに関する講演を行い、フィリピンにおいて情報提供を実施しました。 

 

 

 

以上 


